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例年８月１４日に開催しておりました深浦町成人式について、新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため下記のとおり延期とします。 

なお、今後の状況によっては更に変更となる場合もございますのでご了承ください。 

対象者の皆様には、１０月上旬頃に返信用はがき同封の開催案内文を送付させていただき

ます。 

出席を予定されていた新成人の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協

力をお願いします。 

その他、不明な点がございましたら、問合せ先までご連絡ください。 

 

■日 時 

令和３年１月１０日（日）午後１時～ 

■場 所 

深浦町役場１階 町民文化ホール 

 

□問合せ先 

教育委員会 社会教育係  ＴＥＬ ７４－４４１９ 

 

 

 

 

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、診療所玄関で行っております検温やカゼ症状の

チェック、帰省者等との濃厚接触に関する聞き取りにつきまして、今後もしばらくの間継続

させていただきますので、皆様の御協力をお願いします。 

 

□問合せ先 

深浦診療所  ＴＥＬ ８２－０３３７ 

 

深浦町成人式の延期について 

深浦診療所からのお知らせ 
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深浦町職員採用試験を次のとおり実施します。 

１ 職種・採用予定人員及び受験資格 

職 種 採用予定人員 受 験 資 格 

初 級 

（一般行政職） 
若干名 

平成３年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれ

た者で高等学校卒業（令和３年３月卒業見込み者を含む）

以上の学歴を有し、活字印刷文の出題に対応できる者。 

初 級 

（土木職） 
若干名 

平成３年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれ

た者で高等学校卒業（令和３年３月卒業見込み者を含む）

以上の学歴を有し、活字印刷文の出題に対応できる者。 

初 級 

（建築職） 
若干名 

平成３年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれ

た者で高等学校卒業（令和３年３月卒業見込み者を含む）

以上の学歴を有し、活字印刷文の出題に対応できる者。 

中 級 

（保健師） 
若干名 

平成３年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれ

た者で活字印刷文の出題に対応できる者のうち、保健師の

免許を有する者、または、令和３年３月３１日までに保健

師の資格取得見込みの者。 

ただし、資格取得見込みで受験し合格した者が、令和３年

３月３１日までに資格を取得できなかった場合、採用候補

者名簿から削除し採用資格を失います。 

社会人 若干名 

昭和４６年４月２日から平成３年４月１日までに生まれ

た者で活字印刷文の出題に対応できる者のうち、高等学校

卒業以上の学歴を有し、民間企業等における職務経験を令

和２年３月３１日現在で５年以上有する者。 

 

※ただし、次のいずれかに該当する人は受験できません。 

（ア）日本国籍を有しない者 

（イ）禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなく 

なるまでの者 

（ウ）深浦町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

（エ）人事委員会、または、公平委員会の職にあって、地方公務員法第５章に規定する罪を 

犯し刑に処せられた者 

（オ）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で 

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者 

深浦町職員採用試験のお知らせ 
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２ 試験の日時・場所 

■第一次試験 

 ○日 時  ９月２０日（日）１０時～【受付：９時～９時４５分】 

 ○会 場  深浦町内もしくは青森市内（会場が決定次第、受験申込者に連絡します） 

○試験科目  

【初級一般職】 

  １）教養試験       ４０題  ２時間 

  ２）事務適性検査    １００題  １０分 

  ３）性格特性検査    １５０題  ２０分 

  ４）職場適応性検査   １２０題  ２０分 

  ５）クレペリン検査         ６０分 

【初級土木職、建築職及び中級保健師】 

  １）教養試験       ４０題  ２時間 

  ２）専門試験       ３０題  ９０分 

  ３）事務適性検査    １００題  １０分 

  ４）性格特性検査    １５０題  ２０分 

  ５）職場適応性検査   １２０題  ２０分 

  ６）クレペリン検査         ６０分 

 【社会人】 

  １）職務基礎能力試験   ７５題  ９０分 

  ２）職務適応性検査   １５０題  ２０分 

  ３）性格特性検査    １５０題  ２０分 

  ４）クレペリン検査         ６０分 

■第二次試験 

 第一次試験合格者に後日、日時・場所等を通知します。 

 

３ 受験手続及び受付期間 

 １）提出書類 

 （ア）受験申込書   

本庁、支所に用意しています。 

 （イ）履歴書    

 本庁、支所に用意の履歴書を使用し、写真（３か月以内に撮影したもの）を貼付す 

ること。 

※なお、在学中の者は、卒業見込証明書を添付すること。 

 ２）提出先 

〒０３８－２３２４ 青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢８４－２ 

深浦町総務課 行政係  ＴＥＬ ０１７３－７４－２１１２ 

 ３）受付期間  ６月１２日（金）～７月２２日（水）※必着 

  ※期日以後は受付しません。 

 

≪次ページへ続きます≫ 
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４ 給与・勤務条件等（令和２年４月１日現在） 

１）初任給（新卒者の場合） 

  （ア）初級（一般・土木・建築） １５０，６００円（高卒） 

  （イ）中級保健師        ２１２，６００円（大卒） 

   ※社会人枠については、職歴等により加算されます。 

２）諸手当 

   ６月、１２月に期末・勤勉手当が、１１月から３月までは寒冷地手当が支給される他、 

支給条件に応じて通勤手当等が支給されます。  

３）勤務時間・休暇等 

  （ア）勤務時間  原則として月曜日～金曜日 ８時１５分～１７時 

  （イ）休  暇  年次有給休暇（年２０日（４月１日採用の場合は、採用の年に限り 

１５日））、病気休暇、特別休暇等 

□問合せ先   

総務課 行政係 ＴＥＬ ７４－２１１２ 

 

 

 

 

 

 

特別定額給付金につきまして、すでに多くの方が申請を済ませ、給付金が振込まれています

が、まだ手続きをされていない方は、期限までに忘れず申請書を提出してください。 

 

■申請期限   令和２年７月３１日（金）まで 

 

また、書類の不備が多く見られます。確認に時間を要するうえ、振込みが遅れることとなり

ますので、以下のことに注意して提出ください。 

 

・受給権者は世帯主ですが、同一世帯員のみが代理申請・代理受給することができます。（別世

帯の方は申請・受給できません。） 

・本人確認書類（免許証等の写し）と受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人（カナ）

が分かる通帳等の写しが必要です。（通帳の表紙だけでは確認できない場合があります。） 

 

※給付金等を装った詐欺にご注意ください。 

 

 

□問合せ先  

福祉課  ＴＥＬ ７４－２１１７ 

特別定額給付金（1 人につき１０万円）について 
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 政府は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援する観点から児

童手当を受給している世帯を対象に臨時特別給付金の支給を行うことを閣議決定しました。 

 それに伴い、当町においても子育て世帯への臨時特別給付金の支給を行います。 

 

■対象者 

 町内に住所を有する方で、次のどちらかに該当する方 

 ①令和２年４月分の児童手当の対象となっている方 

 ②令和２年３月分の児童手当の対象となっていた（令和２年４月に新高校１年生となった 

児童を持つなど）方 

 ※生年月日は平成１６年４月２日から令和２年３月３１日までに生まれている児童が対 

象となります。 

 ※特例給付（手当月額５，０００円）の受給者は給付対象外となります。 

 

■給付額 

 対象児童１名につき１０，０００円 

 

■町から児童手当を受給している方 

 児童手当の振込口座へ６月末を目途に振込み 

 ※受給のための申請は不要です。受給を希望されない方は、役場福祉課までご連絡くださ 

い。 

 

■町から児童手当を受給していない公務員の方 

 所属庁から配布される申請書に必要事項を記入し、所属庁からの証明を受け、申請書と振 

込口座が確認できる書類の２点を役場福祉課、岩崎支所、大戸瀬支所へ令和２年９月３０ 

日（水）までに申請（郵送可）。 

 

 

□問合せ先 

福祉課  ＴＥＬ ７４－２１１７ 

―児童手当を受給されている皆様へ― 

子育て世帯への臨時特別給付金が支給されます 



  
 

広報ふかうら（お知らせ版）⑥ 

    

法
律
の
改
正
に
よ
り
、
通
知
カ
ー
ド

は
令
和
２
年
５
月
25
日
に
廃
止
さ
れ

ま
し
た
の
で
、
通
知
カ
ー
ド
の
「
住
所
、

氏
名
等
記
載
事
項
変
更
の
手
続
き
」
と

「
再
交
付
申
請
」
は
で
き
な
く
な
り
ま

し
た
。 

今
後
は
新
生
児
等
、
新
た
に
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
が
付
番
さ
れ
る
方
に
は
「
個
人

番
号
通
知
書
」
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。「
個

人
番
号
通
知
書
」
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
個
人
番
号
通

知
書
の
発
行
日
等
が
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
通
知
書
は
再
発
行
で
き
ま

せ
ん
の
で
大
事
に
保
管
し
て
く
だ
さ

い
。 

◆
通
知
カ
ー
ド
廃
止
後
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
確
認
方
法
（
通
知
カ
ー
ド
も
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
も
お
持
ち
で
な
い

場
合
） 

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
「
住

民
票
の
写
し
」
ま
た
は
「
住
民
票
記
載

事
項
証
明
書
」 

ど
ち
ら
も
役
場
町
民
課
、
大
戸
瀬
、

岩
崎
支
所
窓
口
で
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

（
１
通
手
数
料
３
０
０
円
） 

②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請 

初
回
に
限
り
、
無
料
で
作
成
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
作
成
ま
で
に
約
１
～

２
か
月
ほ
ど
か
か
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。 

詳
し
く
は
町
民
課
総
合
窓
口
係
ま

で
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

 

町
民
課 

総
合
窓
口
係 

℡ 

74-

２
１
１
５ 

    

◎
ご
み
箱
に
つ
い
て 

◆
ご
み
箱
の
清
掃
を
行
い
、
大
事
に
使

い
ま
し
ょ
う
！ 

 

み
ん
な
で
気
持
ち
よ
く
使
う
た
め
、

当
番
制
で
清
掃
し
ま
し
ょ
う
。 

◎
ご
み
の
出
し
方
に
つ
い
て 

◆
台
所
か
ら
出
る
生
ご
み
は
、
十
分
に

水
切
り
を
し
ま
し
ょ
う
！ 

夏
場
は
、
ス
イ
カ
等
水
分
が
多
い
生

ご
み
の
水
切
り
を
し
ま
し
ょ
う
！ 

※
水
切
り
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ご
み
の

削
減
と
処
理
す
る
た
め
の
燃
料
の
削

減
に
な
り
ま
す
。 

◆
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
（
ラ
ベ
ル
は
そ
の
ま

ま
で
か
ま
い
ま
せ
ん
。
）・
び
ん
は
、
キ

ャ
ッ
プ
を
取
っ
て
中
を
す
す
い
で
出

し
ま
し
よ
う
！ 

◆
缶
は
つ
ぶ
さ
ず
、
中
を
す
す
い
で
出

し
ま
し
よ
う
！
（
つ
ぶ
す
と
リ
サ
イ
ク

ル
さ
れ
ま
せ
ん
） 

◆
新
聞
・
雑
誌
・
書
籍
・
ダ
ン
ボ
ー
ル

は
、
ひ
も
で
十
字
に
き
つ
く
縛
っ
て
出

し
ま
し
ょ
う
！ 

（
指
定
ご
み
袋
は
、
必
要
あ
り
ま
せ

ん
） ご

み
収
集
の
際
、
散
乱
し
な
い
よ

う
、
ご
み
袋
は
手
さ
げ
部
・
マ
チ
部
分

を
縛
っ
て
出
し
ま
し
ょ
う
！ 

回
収
さ
れ
た
ご
み
は
、
リ
サ
イ
ク
ル

（
再
商
品
化
）
さ
れ
ま
す
。
限
り
あ
る

資
源
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
。 

□
問
合
せ
先 

 

町
民
課 

 

℡ 

74-

２
１
１
５ 

    

◆
お
薬
代
負
担
軽
減
の
ご
案
内 

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替

え
る
と
お
薬
代
が
安
く
な
る
可
能
性

が
あ
る
方
へ
、
「
お
薬
代
負
担
軽
減
の

ご
案
内
」
を
６
月
下
旬
に
送
付
し
、
ど

の
く
ら
い
安
く
な
る
か
お
知
ら
せ
し

ま
す
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
利
用

を
希
望
す
る
方
は
、
医
師
や
薬
剤
師
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

◆
振
込
口
座
の
変
更
届
出
に
つ
い
て 

高
額
療
養
費
等
の
給
付
申
請
の
際

に
届
出
し
た
振
込
口
座
を
変
更
（
解

約
・
金
融
機
関
の
店
舗
統
廃
合
等
）
し

た
場
合
は
、
必
ず
お
住
ま
い
の
市
町
村

へ
届
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

※
届
出
が
な
い
と
振
込
み
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
届
出
を

お
願
い
し
ま
す
。 

そ
の
他
ご
不
明
な
点
は
、
福
祉
課
ま

た
は
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
ま
で
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

福
祉
課 

℡ 

74-

２
１
１
７ 

青
森
県 

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合 

℡ 

０
１
７-

７
２
１-

３
８
２
１ 

通
知
カ
ー
ド
の
廃
止
に
つ
い

て 

ご
み
の
出
し
方
を
工
夫
し
ま

し
ょ
う 

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
の
皆
様
へ 
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深
浦
町
公
民
館
で
は
、
生
涯
学
習
の

一
環
と
し
て
毎
年
各
教
室
や
講
座
を

５
月
か
ら
開
催
し
て
い
ま
す
が
、
本
年

度
に
つ
い
て
は
、
新
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
感
染
に
伴
い
上
半
期
の
開
催
を
中

止
す
る
こ
と
と
し
、
９
月
か
ら
の
開
催

と
予
定
し
て
い
ま
す
。 

 

つ
き
ま
し
て
は
、
教
室
・
講
座
再
開

の
際
は
再
度
、
お
知
ら
せ
版
に
掲
載
し

ま
す
の
で
ご
了
承
願
い
ま
す
。 

 

□
問
合
せ
先 

 

深
浦
町
公
民
館 

 

℡ 

74-

２
０
３
１ 

    

「
太
宰
の
宿
」
ふ
か
う
ら
文
学
館
で

は
、「
木
目
込
み
人
形
」
三
人
展
を
開
催

し
ま
す
。 

深
浦
町
在
住
の
方
々
の
ご
協
力
に

よ
り
、
江
戸
木
目
込
み
人
形
約
20
点
を

展
示
し
ま
す
。 

 

こ
の
機
会
に
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

皆
さ
ん
の
ご
来
館
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。 

◆
開
催
期
間 

 

６
月
15
日
（
月
）
～
６
月
30
日
（
火
）

◆
展
示
場
所 

 

ふ
か
う
ら
文
学
館 

 

２
階 

企
画
展
示
室 

 

□
問
合
せ
先 

 

「
太
宰
の
宿
」
ふ
か
う
ら
文
学
館 

℡ 

84-

１
０
７
０ 

    

農
業
経
営
の
安
定
と
食
料
自
給
率

の
向
上
を
図
る
た
め
、
水
田
に
販
売
向

け
の
転
作
作
物
を
作
付
け
す
る
農
家

を
対
象
に
各
種
交
付
金
を
支
払
う
経

営
所
得
安
定
対
策
の
申
請
受
付
を
し

て
い
ま
す
の
で
、
申
請
し
て
い
な
い
方

は
お
早
め
に
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
今
年
か
ら
販
売
を
目
的
と
し

て
新
規
に
転
作
作
物
な
ど
を
作
付
け

す
る
農
家
や
、
水
田
の
作
付
面
積
が
変

わ
る
農
家
の
方
は
、
申
請
受
付
の
際
に

お
申
出
く
だ
さ
い
。 

◆
申
請
受
付
期
限 

 

６
月
30
日(

火) 

※
申
請
内
容
に
よ
っ
て
は
手
続
き
に

期
間
を
要
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
、
お
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

□
受
付
・
問
合
せ
先 

 

深
浦
町
農
業
再
生
協
議
会
事
務
局 

（
農
林
水
産
課
内
）

℡ 

74-

４
４
１
１ 

 

Ｊ
Ａ
つ
が
る
に
し
き
た 深

浦
事
業
所 

℡ 

84-

１
０
０
１ 

      

◆
縦
覧
書
類 

 

（
仮
称
）
鯵
ヶ
沢
洋
上
風
力
発
電
事

業
環
境
影
響
評
価
方
法
書
及
び
同
要

約
書 

◆
縦
覧
場
所 

・
深
浦
町
役
場
２
階 

総
合
戦
略
課 

・
大
戸
瀬
支
所 

・
岩
崎
支
所 

◆
縦
覧
期
間 

 

６
月
26
日
（
金
）
～
７
月
27
日
（
月
）

（
た
だ
し
、
閉
庁
日
を
除
く
） 

◆
縦
覧
設
置
時
間 

 

開
庁
時 

◆
設
置
物 

 

縦
覧
場
所
に
て
、
縦
覧
図
書
各
１

冊
、
意
見
書
箱
、
閲
覧
用
紙
及
び
縦
覧

の
お
知
ら
せ
を
設
置
し
ま
す
。 

◆
電
磁
縦
覧
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

 
h
t
t
p
:
//
ww
w
.
i
n
f
l
ux
- 

a
j
i
g
a
s
a
wa
.c
o
m
/ 

◆
説
明
会 

 

７
月
16
日
（
木
）
19
時
～ 

 

深
浦
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー 

 

□
問
合
せ
先 

 

Ｉ
Ｎ
Ｆ
Ｌ
Ｕ
Ｘ
次
世
代
電
力
環
境

資
源
洋
上
風
力
発
電
株
式
会
社 

（
東
京
都
港
区
新
橋
６-

17-

21 

 

住
友
不
動
産
御
成
門
駅
前
ビ
ル
10

Ｆ
） 

 

担
当 

木
村
、
浅
野 

 

℡ 

０
１
７-

７
５
２-

７
０
０
８ 

 

令
和
２
年
度
深
浦
町
公
民
館

各
種
教
室
・
講
座
に
つ
い
て 

 

企
画
展
の
お
知
ら
せ 

経
営
所
得
安
定
対
策
交
付
申

請
の
受
付
を
し
て
い
ま
す 

（
仮
称
）
鯵
ヶ
沢
洋
上
風

力
発
電
事
業
環
境
影
響
評

価
方
法
書
及
び
同
要
約
書

の
縦
覧
に
つ
い
て 



 
 

  

広報ふかうら（お知らせ版）⑧ 

    

町
で
は
、
主
な
制
度
や
手
続
き
な
ど

の
行
政
情
報
や
観
光
情
報
を
盛
り
込

ん
だ
「
深
浦
町
暮
ら
し
の
便
利
帳
」
を
、

（
株
）
サ
イ
ネ
ッ
ク
ス
と
の
官
民
共
同

に
よ
り
９
月
に
発
行
す
る
予
定
で
す
。 

 

「
深
浦
町
暮
ら
し
の
便
利
帳
」
に
掲

載
す
る
広
告
を
募
集
し
ま
す
の
で
、
広

告
掲
載
を
希
望
す
る
方
は
、
お
問
合
せ

く
だ
さ
い
。 

 

な
お
、
広
告
を
募
る
た
め
、（
株
）
サ

イ
ネ
ッ
ク
ス
の
社
員
が
町
内
事
業
所

を
訪
問
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。 

 

□
問
合
せ
先 

①
広
告
に
つ
い
て 

 

（
株
）
サ
イ
ネ
ッ
ク
ス
青
森
支
店 

 

℡ 

０
１
７-

７
７
５-

３
６
２
３ 

 

②
「
深
浦
町
暮
ら
し
の
便
利
帳
」
に
つ

い
て 

 

総
合
戦
略
課 

 

℡ 

74-

２
１
２
２ 

     

土
砂
災
害
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
、

日
頃
の
備
え
と
早
め
の
避
難
が
必
要

で
す
。
土
砂
災
害
は
、
台
風
な
ど
の
大

雨
の
時
期
に
特
に
多
く
発
生
し
ま
す
。

身
の
危
険
や
周
囲
に
異
変
を
感
じ
た

ら
、
直
ち
に
避
難
す
る
と
と
も
に
、
役

所
な
ど
へ
連
絡
し
ま
し
ょ
う
。
土
砂
災

害
警
戒
情
報
や
土
砂
災
害
警
戒
区
域

マ
ッ
プ
な
ど
、
土
砂
災
害
に
関
す
る
情

報
は
、
青
森
県
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
、“
防
災
情
報
（
砂
防
）
”
で
検
索
す

る
と
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。 

□
問
合
せ
先 

総
務
課 

消
防
防
災
係

 
 
 
 

℡ 

74-

２
１
１
１ 

 

青
森
県
県
土
整
備
部 

河
川
砂
防
課 

砂
防
グ
ル
ー
プ

 

℡ 

０
１
７-

７
３
４-

６
９
７
０ 

参
考
Ｕ
Ｒ
Ｌ 

h
t
t
p
:
/
/
ww
w.
p
r
e
f
.
a
om
or
i
.
l
g
.
j

p
/
k
o
t
s
u
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ui
l
d
/
d
o
s
ha
_k
e
i
k
a
i
_
it

i
r
a
n
.
h
t
ml 

    

青
森
県
で
は
６
月
１
日
か
ら
９
月

30
日
ま
で
『
青
森
県
不
正
大
麻
・
け
し

撲
滅
運
動
』
を
実
施
し
て
い
ま
す
。 

自
生
大
麻
・
け
し
の
不
正
栽
培
を
発

見
し
た
ら
、
五
所
川
原
保
健
所
へ
通
報

を
し
て
く
だ
さ
い
。 

植
え
て
は
い
け
な
い
け
し
の
判
別

に
は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

「
大
麻
・
け
し
の
見
分
け
方
」
を
検
索

し
御
活
用
く
だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

 

健
康
推
進
課 

 

℡ 

82-

０
２
８
８ 

 

五
所
川
原
保
健
所 

 

℡ 

０
１
７
３-

34-

２
１
０
８ 

    
経
済
産
業
省
で
は
株
式
会
社
セ
ー

フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
（
東
京
都
）
に
委
託
し

て
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
不
安

や
、
長
引
く
自
粛
生
活
が
も
た
ら
す
モ

ヤ
モ
ヤ
や
ス
ト
レ
ス
等
、
コ
ロ
ナ
感
染

症
が
も
た
ら
す
心
の
不
安
に
対
す
る

無
料
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
専

門
電
話
窓
口
を
設
置
し
て
い
ま
す
。 

全
国
民
を
対
象
と
し
、
無
料
で
24
時

間
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
の
で
ぜ
ひ

ご
活
用
く
だ
さ
い
。 

◆
相
談
対
応
者 

 

心
理
の
専
門
家
（
産
業
カ
ウ
ン
セ
ラ

ー
・
臨
床
心
理
士
・
公
認
心
理
士
・
精

神
保
健
福
祉
士
）
、
保
健
師
、
看
護
師
、

栄
養
士
な
ど 

◆
対
応
期
間 

 

５
月
１
日
（
金
）
～
６
月
26
日
（
金
）

 

24
時
間
対
応
（
土
日
含
む
） 

 

匿
名
相
談
可 

◆
費 

用 

 

無 

料 

◆
そ
の
他 

 
 

 

お
話
を
お
聞
き
す
る
と
と
も
に
、
必

要
に
よ
り
、
で
き
る
範
囲
で
他
の
専
門

相
談
窓
口
の
ご
案
内
も
行
い
ま
す
。 

 

□
問
合
せ
先 

相
談
窓
口
電
話
番
号 

℡ 

０
１
２
０-

２
２
１-

６
７
７ 

 

「
深
浦
町
暮
ら
し
の
便
利

帳
」
の
広
告
を
募
集
し
ま
す 

土
砂
災
害
か
ら
身
を
守
る

た
め
に
～
６
月
は
土
砂
災

害
防
止
月
間
で
す
～ 

自
生
大
麻
・
け
し
の 

不
正
栽
培
を
発
見
し
た
ら

通
報
を
！ 

「
こ
こ
ろ
の
安
心
相
談
」 

電
話
窓
口
の
お
知
ら
せ 



  
 
     

こ
の
つ
ど
い
は
、
自
死
遺
族
の
方
が

「
誰
か
に
話
を
聴
い
て
ほ
し
い
」
「
話

を
し
た
い
」
と
き
に
安
心
し
て
話
せ

る
、
安
心
し
て
聴
け
る
場
と
し
て
開
催

さ
れ
て
い
ま
す
。 

◆
日 

程 

①
９
月
６
日(

日) 

13
時
30
分
～
15
時
30
分 

青
森
市
民
ホ
ー
ル
１
階
会
議
室
４ 

②
11
月
８
日(

日) 

 

13
時
30
分
～
15
時
30
分 

 

八
戸
ユ
ー
ト
リ
ー
４
階
研
修
室 

③
令
和
３
年
１
月
23
日(

土) 

 
 

13
時
30
～
15
時
30
時 

 

青
森
市
民
ホ
ー
ル
１
階
会
議
室
４ 

④
令
和
３
年
２
月
20
日
（
土
） 

13
時
30
分
～
15
時
30
分 

 

八
戸
ユ
ー
ト
リ
ー
４
階
研
修
室 

※
注
意 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
状

況
に
よ
っ
て
は
、
開
催
で
き
な
い
場
合

も
あ
り
ま
す
。
開
催
の
可
否
に
つ
い
て

は
事
前
に
お
電
話
で
ご
確
認
く
だ
さ

い
。 

◆
内 

容 

分
か
ち
合
い
、
語
り
合
い
の
場
で

す
。
そ
の
場
に
い
る
だ
け
で
も
、
お
話

を
聴
く
だ
け
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
お
気

持
ち
が
辛
く
感
じ
る
と
き
は
そ
の
場

か
ら
離
れ
て
い
た
だ
い
て
も
大
丈
夫

で
す
。
話
し
た
内
容
や
個
人
情
報
な
ど

の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
参
加
者
同
士
に

お
い
て
も
守
ら
れ
る
ル
ー
ル
を
設
定

し
て
い
ま
す
。
安
心
し
て
お
話
し
く
だ

さ
い
。 

 
◆
対
象
と
な
る
方 

自
死
で
ご
家
族
や
ご
友
人
、
恋
人
な

ど
、
身
近
な
人
を
亡
く
さ
れ
た
方 

 

□
申
込
み
・
問
合
せ
先 

①
開
催
の
確
認
等
の
問
合
せ 

青
森
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー 

（
担
当
：
中
嶋
） 

℡ 

０
１
７-

７
８
７-

３
９
５
１ 

②
参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
の
問
合
せ 

こ
こ
ろ
の
電
話 

℡ 

０
１
７-

７
８
７-

３
９
５
７ 

℡ 

０
１
７-

７
８
７-

３
９
５
８ 

※
「
つ
ど
い
の
こ
と
で
…
」
と
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。 

    

◆
自
動
車
税
種
別
割
の
納
期
限
は
６

月
30
日
（
火
）
で
す
。 

お
近
く
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
、
銀
行
や
郵
便
局
な
ど
の
金
融
機
関

で
、
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。 

ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
も
納

付
で
き
ま
す
。
納
付
の
手
続
き
は
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
専
用
サ
イ
ト
か

ら
納
税
通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る

「
納
付
番
号
」
、「
確
認
番
号
」
や
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
番
号
な
ど
を
入
力

し
て
行
い
ま
す
。
（
１
台
の
自
動
車
税

種
別
割
の
納
付
に
つ
き
、
手
数
料
３
０

０
円
（
税
別
）
が
か
か
り
ま
す
。
） 

な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
で
納
税
に
お
困
り
の
方
は
、

徴
収
の
猶
予
を
受
け
る
制
度
が
あ
り

ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
、
西
北
地
域
県

民
局
県
税
部
に
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 

◆
専
用
サ
イ
ト
「
Ｙ
ａ
ｈ
ｏ
ｏ
！
公
金

支
払
い
」 

h
t
t
p
:
/
/
ko
uk
i
n
.
y
a
h
oo
.c
o
.
j
p
/ 

◆
県
税
部
窓
口
取
扱
時
間 

 

８
時
30
分
～
17
時
15
分 

（
土
・
日
曜
及
び
祝
日
は
除
き
ま
す
。
）

 

□
問
合
せ
先 

 

西
北
地
域
県
民
局
県
税
部 

 

℡ 

０
１
７
３-

34-

３
１
４
１ 

     

鯵
ヶ
沢
病
院
よ
り
、
休
診
の
お
知
ら

せ
が
あ
り
ま
す
。 

◆
休 

診 

 

歯
科
外
来 

 

６
月
24
日
（
水
） 

 

７
月
８
日
（
水
） 

□
問
合
せ
先 

 

鯵
ヶ
沢
病
院 

 

℡ 

72-

３
１
１
１ 

  

 

 

自
死
遺
族
の
つ
ど
い
の 

ご
案
内 

自
動
車
税
種
別
割
の
納
付

は
お
早
め
に
！
コ
ン
ビ
ニ
・

ク
レ
ジ
ッ
ト
の
ご
利
用
を 

広報ふかうら（お知らせ版）⑨ 

鯵
ヶ
沢
病
院
か
ら
の
お
知

ら
せ 



  
 

 

 

現在中学卒業前までの児童を養育し深浦町から児童手当を受けている全ての方は、毎年６

月１日時点の現況についての届出が必要です。届出がない場合は６月以降の手当が受けられ

なくなりますので、次のとおり手続きをお願いします。 

■受付期間  ６月８日（月）～６月３０日（火） 

■受付場所  福祉課、岩崎支所、大戸瀬支所 

■持参する物 ①印鑑 

       ②現況届出書（６月２日郵送の通知書に同封しております） 

       ③厚生年金加入者は、受給している方の健康保険証または年金加入証明書 

        （深浦町国民健康保険に加入の方は不要） 

■その他   ①１月１日以降に深浦町に転入された方：前住所地の令和２年度所得証明書 

②児童が深浦町以外に別居の方：児童が住んでいる世帯全員の住民票の写し 

                      別居監護申立書 

 

 

 

 

 

 

 

■児童手当の支給時期 

毎年６月、１０月、２月の７日頃にそれぞれの前月分までの手当を支給します。 

※令和２年度の支給予定日 ６月５日（金）、１０月７日（水）、２月５日（金） 

■児童手当の支給月額 

 児童の年齢 所得が制限額を超えない方 所得が制限額を超える方

０歳～３歳未満 １５，０００円 

５，０００円 
３歳～ 

小学校修了前 

第１子・第２子 １０，０００円 

第３子以降 １５，０００円 

小学校修了後～中学校修了前 １０，０００円 

※児童手当でいう「児童」とは、１８歳の誕生日後の最初の３月３１日までの子です。 

例：２０歳・中学校３年生・小学校６年生の子がいる場合、本制度上、小学校６年生の子は 

第２子となります。 

■所得制限の額  ※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。 

扶養親族等の数 所得制限額（万円）  収入額の目安（万円）  

０人 ６２２．０ ８３３．３ 

１人 ６６０．０ ８７５．６ 

２人 ６９８．０ ９１７．８ 

※扶養親族数の数が３人以上の場合の限度額は、３人を超えた１人につき 38 万円を加算した額。

□問合せ先  福祉課 子育て支援係  ＴＥＬ ７４－２１１７

― 中学校卒業前までのお子さんを持つ方へ ― 

児童手当の「現況届」を提出してください。 

○次のいずれかに該当する場合も届出が必要です。 

・他の市町村から転入したとき ・お子さんが生まれたとき ・公務員でなくなったとき 

・住居が変わったとき ・受給者や児童の名前が変わったとき  
・振込先を変更したいとき  など  

※転入や出生等のあった次の日から、１５日以内に届出してください。 

その他の申請・届出について 
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日頃の運動不足解消に家族でウォーキングをしませんか？ 

健康推進課では次の日程で「あさ活＆ゆう活ウォーキング」を実施します。申込不要となっ

ていますので、ご都合の良い日にお気軽にご参加ください。 

※感染症予防のためのマスク等着用、また、ウォーキングの際は参加者間の距離を保って歩 

くようにご協力ください。 

※所要時間は３０分～５０分程度です。 

※前日の天気予報で、雨天等ウォーキングに適さない天候と判断される場合は中止しますの 

で、ご確認は前日の１７時までに健康推進課へお願いします。 

※傷害保険については各自ご加入ください。 

※新型コロナウイルス感染症の流行状況により中止とする場合がありますのでご了承くださ 

い。 

 

■あさ活ウォーキング 

 ①６月２０日（土） 午前７時 御仮屋舘スタート 

 ②６月２７日（土） 午前７時 晴山福祉センタースタート 

 ③７月 ４日（土） 午前７時 風合瀬農村環境改善センタースタート 

 ④７月１１日（土） 午前７時 関のイチョウ駐車帯（いこいの駐車帯）スタート 

 ⑤７月１８日（土） 午前７時 舮作福祉センタースタート 

 

■ゆう活ウォーキング 

 ①６月２４日（水） 午後５時 深浦町農村環境改善センタースタート 

 ②７月 １日（水） 午後５時 御仮屋舘スタート 

 ③７月 ８日（水） 午後５時 岩崎支所スタート 

 ④７月１５日（水） 午後５時 やまびこハウススタート 

 ⑤７月２２日（水） 午後５時 フィットネスプラザゆとりスタート 

 

□問合せ先 

 健康推進課  ＴＥＬ ８２－０２８８ 

広報ふかうら（お知らせ版）⑪ 

ウォーキングで体力ＵＰ！！ 

あさ活＆ゆう活ウォーキング 
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新型コロナウイルス感染症の感染防止のために
『新しい生活様式』を！

感染防止の３つの基本 ① 身体的距離の確保（できるだけ２mあけましょう）

② マスクの着用（外出時・会話をする時は着用しましょう）

※ これからは、熱中症にもご注意ください。

③ 手洗い（水と石けんで30秒かけて洗いましょう）

〇 『３密』を避ける（密集・密接・密閉を避ける）

〇 遊びに行くなら屋内より屋外を選ぶ

〇 会話をする時は真正面を避ける

〇 家に帰ったらまずは手と顔を洗う

〇 室内はこまめに換気する

〇 毎朝、体温測定と健康チェック（発熱や風邪の症状がある時は自宅療養）

〇 移動は・・・地域の感染状況に注意する

感染が流行している地域からの移動・流行している地域への移動は控える

〇 買物は・・・１人又は少人数ですいた時間に行く

計画を立てて素早く済ませる

商品へ触れるのは最小限

レジに並ぶ時は前後にスペース

〇 公共交通機関の利用は・・・会話は控えめに

〇 娯楽やスポーツは・・・狭い部屋での長居はしない

歌や応援は十分な距離をとる

すれ違う時は距離をとる

〇 食事は・・・大皿は避けて料理は個々に盛りつけ

対面でなく横並びに座る

料理に集中し、おしゃべりは控えめに

お酌、グラスやお猪口の回し飲みはしない

〇 冠婚葬祭などの親族行事は・・・多人数での会食は避ける

発熱や風邪の症状がある時は参加を控える

〇 働き方は・・・対面での打合せは換気とマスク

□問合せ先 健康推進課 TEL 82-0288

２m


